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＋＋

子どもを育てていくためには、どんな制度が利用できますか？Q
会社は、仕事と育児の両立が出来るよう、柔軟な働き方を実現
するための措置を講じなければなりません。A

仕事と子育ての両立をしやすい環境を整え、仕事と子育ての両立をしやすい環境を整え、頑張る社員を応援頑張る社員を応援  しよう！しよう！

・�産休・育休の期間や復帰後に 
利用できる制度
・出産手当金や育児休業給付金等

・�社会保険料の免除制度 など

・ 勤務時間帯（始業・終業の時刻）
・ 勤務地（就業場所）
・ 両立支援制度等の利用期間
・ 両立のための就業条件
　（業務量、労働条件の見直し等）

個別の意向聴取と配慮

柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は以下から２つ以上選択し、
労働者は、その中から１つ選べる

＋
子どもを
授かりました

おめでとう！
会社の育休制度は
〇〇があるよ。
君はどうする？

出生 ３歳 就学１歳11か月 ２歳11か月

３歳になるまでの適切な時期
３歳未満の子を養育する労働者

妊娠・出産等の
申出があったら

育児休業制度等の
個別周知・意向確認

柔軟な働き方を実現するため
の措置の個別周知・意向確認

希望を聞き配慮しよう
上記以外の支援制度（希望による）

周知事項

個別の意向聴取と配慮

・�始業時刻等の変更（フレックスタイム制度）

・�テレワーク等（月 10 日以上）

・�保育施設の設置運営等
・�養育両立支援休暇の付与（年10日以上）

・�短時間勤務制度（原則１日６時間とする措置）

 ・所定労働時間の制限
 ・時間外労働の制限
 ・深夜業の制限
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